
秋厚労公式LINE
友達登録お願いします
予定、ホームページ、
組合のてびきなど情報
が閲覧できます

【年間手当に関する要求】
　秋厚労の組合員の生活を守る為、秋厚労の組合員（事務長など労働協約で加入できない人も含む）
に対しての年度末手当（本俸＋調整手当＋家族手当＋世帯支援手当）を１．０ヶ月（基準日・支給日
を３月３１日）支給すること

【賃金に関する要求】
　全職員の定期昇給は必ず実施し、最低月額２万円のベースアップをすること。なお、賃金の改善は
２０２６年４月１日とすること
　５８歳以降も定期昇給すること

【人手に関する要求】
　各職場の採用を増やすために具体的な取り組みと進捗状況（データ）を示すこと
　離職者を減らすための具体的な取り組みを示すこと
　各病棟にクラークを最低１名配置すること

【業務改善に関する要求】
　全病院で業務の統一化を図ること
　会主導の業務改善で改善したことや課題となっているものについて示すこと

【年次有給休暇に関する要求】
　年次有給休暇について、秋厚労の組合員（事務長など労働協約で加入できない人も含む）が年１４
日以上取得できるようにすること
　現行の永年勤務休暇に加え、勤続１０年、１５年、２０年の職員に対して２日間以上の特別休暇を
与えること

【家族手当に関する要求】
　家族手当の要件について、年金・給料・農業所得等全ての収入の合計額を年間１３０万円未満にす
ること

【転勤に関する要求】
　秋厚労の組合員の転勤に関して、組合員のライフスタイルに考慮すること。また、転勤者には転勤
の理由と期間を事前に打診し了承を得ること
　会の都合で住居を移転する場合、支度料は本人２０，０００円とし、家族帯同の場合は一人につき
１０，０００円を加算すること
　会の都合で住居を移転する場合、荷造運賃は、家財の荷造材料費、人夫費（作業に伴う諸費用、人
件費、交通費、福利厚生費、保険料）運送保険料、賃貸時の初期費用の合計額を上限は定めず実費支
給すること
　会の都合で家族と別居している場合、別居手当（原則として配偶者と別居の場合）月額４５，００
０円とし、赴任先住居と家族の住居が交通距離（片道）が５０ｋｍ以上の場合は別居手当の額に１０，
０００円加算すること
　会の都合で住居を移転する場合の賃貸料は、会が全額支給すること
　会の都合で住居を移転する場合、夏季（４月～１１月）は通勤、冬季（１２月～３月）は賃貸を可
能とする。賃貸料は全額支給とする

【感染症対応に関する要求】
　感染症などに感染し、病院の指示で出勤停止になった場合の休暇は特別休暇とすること

【委託・外注・派遣に関する要求】
　栄養科、および病院の危機管理の中枢である中央監視室について、委託・外注・派遣化構想の検証
をすること
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